
東京都自殺総合対策計画～こころといのちのサポートプラン～（第２次）の概要

(1)東京都における自殺の状況
・平成23年をピークに都の自殺者数は減少傾向にあったが、令和２年
以降、女性や若年者を中心に増加傾向

・児童、生徒、学生の自殺者数が増加傾向
(2)国の自殺対策
・平成18年に自殺対策基本法を制定し、自殺総合対策大綱に基づき取組を
推進

(3)これまでの都の自殺対策の取組と評価
・東京都自殺総合対策計画等に基づき取組を推進
・令和元年までに都における自殺者数は1,920人に減少
(4)都における今後の自殺対策の基本的な考え方
・幅広い分野で生きることの促進要因を増やし、生きることの阻害要因を
減らすことを通じて、生きることの包括的な支援として対策を推進

・以下の６項目を重点項目として位置付け
①悩みを抱える方を早期に適切な支援窓口につなげる取組を
強化する

②自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぎ、
地域で安定した生活が送れるよう、継続的に支援する

③働き盛りの男性が孤独・孤立を深めることなどにより、
自殺に追い込まれることを防ぐ

④困難を抱える女性への支援を更に充実する
⑤児童・生徒・学生をはじめとする若年層が自殺に
追い込まれることを防ぐ

⑥遺された方への支援を強力に推進する
(5)計画の位置付け
自殺対策基本法第13条第１項に基づく都道府県自殺対策計画

(6)計画期間
令和５年度から令和９年度までの５年間

(7)数値目標
平成27年と比較して30％以上減少

自殺者数 2,290人→令和８年までに 1,600人以下
自殺死亡率 17.4→令和８年までに 12.2以下

第１章 東京都自殺総合対策計画の改定にあたって

(1)地域レベルでの実践的な取組への支援を強化する
(2)都民一人ひとりの気付きと見守りを促す
(3)自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質の向上を図る
(4)心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する
(5)適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする
(6)社会全体の自殺リスクを低下させる
(7)自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
(8)遺された方への支援を充実する
(9)民間団体との連携を強化する
(10)子供・若者の自殺対策を更に推進する
(11)勤務問題による自殺対策を更に推進する
(12)女性の自殺対策を更に推進する

第３章 都における今後の取組の方向性と施策

(1)自殺総合対策東京会議
(2)関係機関・団体等の役割
(3)区市町村の役割
(4)都の役割（東京都地域自殺対策推進センター）
(5)都民の役割

・都の自殺者数及び自殺死亡率は令和２年、令和３年と前年と
比較して増加

・都の自殺者数の約３分の２を男性、約３分の１を女性が占める
・都における30歳代以下の自殺者の割合は、全国の同割合と比較
して高くなっている

・都の職業別の自殺者数をみると、「無職者」が最も多く、次い
で「被雇用者・勤め人」となっている

・自殺者の自殺未遂歴の状況を見ると、男性は約１割、女性は
約３割となっている

第２章 都の自殺の現状(特徴)

第４章 推進体制
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令和５年度 新規事業

◆ 「とうきょう自死遺族総合支援窓口」の開設

自死遺族等が直面する様々な問題に対し、自死発生直後から支援するため、自死遺族等のための
総合支援窓口を設置

○開設日 令和５年１０月１日（日曜日）

○実施主体
東京都（委託先：特定非営利活動法人全国自死遺族総合支援センター）

○対象者
身近な人を自死により亡くした方（家族、親族、パートナー等）
※原則として都内在住の方（都内に通勤、通学、在住されていた方
のご遺族等を含む。）

○受付時間 火曜日・水曜日・金曜日 15:00～19:00
日曜日 13:00～17:00

○電話番号 03-5357-1536

○支援内容
電話による相談対応（気持ちの受けとめ、必要な手続への対応に
関する助言、専門の相談・支援機関への紹介等）
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第34回 自殺防止！東京キャンペーン

キャンペーンチラシ

相談先の確認には、「ここなび」もご活用ください

① 気づき、
声をかける

〇声掛け
（例）「どうしましたか。おつらそうで心配です。」

「眠れていますか？力になれることはありますか？」

② 話を聴く

〇相手の苦労をねぎらい、共感を表す
（例）「それはつらかったですね。よく耐えてきましたね。」

「これまで一人で頑張ってきたのですね。」
〇「死にたい」という言葉と気持ちに寄り添う
（例）「死にたいと思うほどつらかったのですね。」

「それほどおつらくて、消えてしまいたいと思うんですね。」

③ 必要な支
援につなげる

〇紹介する
（例）「この困りごとについては、○○の窓口が詳しいと思うので

そちらにも相談してみてはいかがでしょうか。」
〇具体的なアクセス方法等を示す
（例）「○○の窓口は、平日9時から17時まで受け付けているよう

です。電話番号、住所は…です。私から連絡してもよろしい
でしょうか。」

④ 見守る
継続的な関わりができる場合は、相談窓口につないだ後も、必要
があれば相談にのることを伝えましょう。

ゲートキーパーの役割


